
ミ森林の毛投亀留紀紫たとき届出が必要ですり 刀行 刀日 ホ 及 フカ _ R

詳しくは、所有者となった土地がある市役所 ・町村役場や、

/都道府県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。

なぜ新たな届出制度ができたのですか?

森林の所有者が分からないと、         ‐

①行政が森林所有者に対して助言等ができない

?露蕎協里聾解 Pに所有者に働亨
カッて森林を青

ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正
により設けられました。

なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

どのような場合に届出が必要なのですか?      十

個人か法人かによらず、売買契約のほか、オロ続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の

土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

更嬉β闇鴨離経ざ暫話留蟹当憂品属崖盆魂を鑑権きti共森林あ
土地の所有者届出は不要です。                       |

※1都 道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土
地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※2国 土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買i契約をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,000m2 その他の都市計画区域:5,000rr12 都市計画区域外:10,000m?

どのように届出を行うのですか?

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある

市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割が

されていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、

法定相続人の共有物として届出をする必要があり、ます。

A

新しい制度が平成24年 4月からスタート

適切に森林整備を推進!


